
様式第三（第３条第３項関係）  

 

特定新需要開拓事業活動計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日  

令和７年１１月２０日 

 

２．認定特定新需要開拓事業活動実施者（①）、共同実施者の名称（②） 

① 株式会社 TOWING 

② 国立大学法人名古屋大学 

 

３．認定特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動の内容  

バイオ炭に土壌微生物群を定着させた農業資材である高機能バイオ炭に関する事業に

おいて、バイオ炭製造・微生物培養技術および MRV 手法（温室効果ガス排出量の測定・

報告・検証）の社会実装を進めるため、農業用途やカーボンクレジット市場を見据えた

オープン＆クローズ戦略を構築・実行する。 

 

４．特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期  

令和７年１２月１日～令和１２年１１月３０日 

 

 

 


